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矯正教育の内容について（通達） 

標記について、下記のとおり定め、少年院法（平成２６年法律第５８号。以下

「法」という。）の施行の日（平成２７年６月１日）から実施することとしたの

で、平成２７年５月１４日付け法務省矯少第９２号当職通達「矯正教育課程に関

する訓令の運用について」に規定する矯正教育課程ごとの矯正教育の目標を達

成するために重点的に実施すべき指導内容の細目に応じ、その適正な運用に配

意願います。 

記 

１ 全般的事項 

⑴ 矯正教育の内容は、在院者が過去を振り返ることや健全な心身を培うため

の経験を通じて、これまでの生活や自己の行為と向き合い、自身の課題解決

に取り組むとともに、長所を伸長し、健全な社会生活を営むために必要な知

識及び能力を身に付けるためのものであること。また、医療、運動、外部交

通その他の在院者の処遇との関連を十分に考慮して構成すること。 

⑵ 矯正教育の実施に当たっては、下記２から６までの指導を適切に組み合わ

せ、体系的かつ組織的に行うとともに、処遇の段階に応じた段階的、発展的

なものとなるよう配意すること。また、必要に応じ、矯正教育の時間帯に限

らず全ての時間帯を通じ、その時々に生起する生活上の問題に関連付けて、

適時適切に実施するよう配意すること。 
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⑶ 法第２３条の２第１項の規定に基づく矯正教育を実施するに当たっては、

在院者に自己の犯罪又は非行による被害を直視させ、慰謝の気持ちを涵
か ん

養す

るとともに、謝罪や被害弁償等について具体的に考えさせるよう配意するほ

か、在院者自身が被害体験等を有する場合があることに十分配慮すること。 

⑷ 在院者の再犯・再非行の防止を図る観点から、法第４４条の規定による支

援との連携が適切に図られるよう配意すること。 

⑸ 在院者に対し、社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させる

に当たっては、法第４０条第１項の規定により、事業所の事業主、学校の長、

学識経験のある者その他適当と認める者に積極的に委嘱して矯正教育の援

助を行わせるほか、ＩＣＴ機器の活用等により、実践的かつ効果的な内容と

なるよう努めること。特に、職業指導、教科指導及び特別活動指導において

は、一般社会で行われている仕事や教育活動、社会活動に関わる機会が増え

るよう努めること。 

⑹ 仮退院（第５種少年院在院者にあっては、退院）後における保護観察との

一貫性を保つとともに、支援者を含む様々な健全な大人との関係を構築する

観点から、更生保護官署等の関係機関や福祉施設、ＮＰＯ法人等の民間協力

者等と有機的に連携できるよう努めること。また、保護者その他相当と認め

る者から必要な協力を得られるよう努めること。 

⑺ 矯正教育の内容は、少年院が所在する地域の特性等を十分に考慮したもの

とすること。 

２ 生活指導（法第２４条） 

⑴ 生活指導の細目及びその細目に応じた指導内容は、次に掲げるものとする

こと。 

ア 基本的生活訓練 

基本的生活習慣、遵法的・自律的生活態度、適切な対人関係の持ち方  

及び保健衛生に関する正しい知識を身に付けることを目的とした指導 

イ 問題行動指導 

非行に関わる意識、態度及び行動面の問題を改善することを目的とし 

た指導 

ウ 治療的指導 

資質、情緒等の問題の変容を支援することを目的とした指導 

エ 被害者心情理解指導 

犯罪被害者等の心情等を理解し、罪障感及び慰謝の気持ちを涵
か ん

養する

ことを目的とした指導 

オ 保護関係調整指導 

保護者その他相当と認める者との関係を改善し、適切に維持し、又は調

整することを目的とした指導 

カ 進路指導 
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進路選択、生活設計を明確にし、社会復帰に対する心構えを身に付ける

ことを目的とした指導 

⑵ 特定生活指導は、法第２４条第３項第１号及び第２号並びに少年院法施行

規則（平成２７年法務省令第３０号）第１６条の３各号に掲げる事情を有す

る在院者に対し、その有する事情の改善を図る生活指導とし、その種類及び

内容は、別表１に掲げるとおりとすること。なお、特定生活指導に当たって

は、上記（１）のアからカまでの指導内容を組み合わせること。 

３ 職業指導（法第２５条） 

⑴ 職業指導の細目及びその細目に応じた指導内容は、次に掲げるものとする

こと。 

ア 職業生活設計指導 

有為な職業人としての一般的な知識及び態度並びに職業選択能力及び

職場適応能力の習得を目的とした指導 

イ 職業能力開発指導 

就業に必要な専門的知識及び技能の習得を目的とした指導 

⑵ 上記（１）のア及びイの細目における実施種目は別表２のとおりとし、職

業指導を行うに当たっては、この中から選択して実施すること。また、職業

能力開発指導を行う場合においては、別に資格取得講座を設けて実施するこ

とができること。 

⑶ 少年院の長は、実施種目を施設の設備、対象者の特性、雇用情勢等を勘案

して定めるものとし、実施種目を新設する場合又は現に実施している実施種

目を廃止する場合は、あらかじめ当職の認可を受けること。 

４ 教科指導（法第２６条） 

⑴ 教科指導の細目及びその細目に応じた指導内容は、次に掲げるものとする

こと。 

ア 義務教育指導 

義務教育未終了者に対する、小学校又は中学校の学習指導要領に準拠 

した教科に関する指導 

イ 補習教育指導 

義務教育終了者に対する、社会生活に必要な基礎学力を身に付けさせ

ることを目的とした教科に関する指導 

ウ 高等学校教育指導 

(ｱ) 高等学校への編入若しくは復学又は大学等への進学のため、高度な 

学力を身に付けることが必要な者に対する、高等学校の学習指導要領

に準拠した教科に関する指導 

(ｲ) 義務教育終了者のうち、就労等のために高度な学力が求められるも

のに対する、高等学校の学習指導要領に準拠した教科に関する指導 

⑵ 小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に在籍する在院者については、
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在籍する学校及び在籍する学校を管轄する教育委員会と連携し、在籍する

学校の指導カリキュラムや教材等の情報提供を受けるなどして、在院者に

対し、在籍する学校が実施している教科の内容に応じた教科指導を実施す

ることができるよう努めること。 

５ 体育指導（法第２８条） 

⑴ 指導内容は、各種スポーツ、ダンスなどを通じて、健全な身体の発達を促

し、運動能力や健康で安全な生活を営む能力を育成することを目的とした指

導とすること。 

⑵ 日常生活に必要な体力や技能を高めることのみならず、順法の精神や協調

性を育むよう留意すること。 

６ 特別活動指導（法第２９条） 

⑴ 特別活動指導の細目及びその細目に応じた指導内容は、次に掲げるものと

すること。 

ア 自主的活動 

在院者の生活集団において係を分担して行う役割活動等の自主的実践

的な活動や在院者の自主的な計画に基づく諸活動を通じて、自主性・自律

性を育成することを目的とした指導 

イ クラブ活動 

スポーツや文化、科学等の特定の趣味や関心を中心に集団を編成し、こ

れらを通じて、学ぶ意欲の向上や責任感、連帯感の涵
か ん

養等に資することを

目的とした指導 

ウ 情操的活動 

文学、美術、音楽などの鑑賞や創作活動を通じて、美的及び道徳的な情

操の涵
か ん

養並びに生命尊重に資することを目的とした指導 

エ 行事 

例えば、進級式、文化祭、運動会、収穫祭等、儀式的、学芸的、体育的、

勤労生産的活動等を通じて、協力してより良い少年院生活や社会生活を

築こうとする自主的、協同的な精神を養うことを目的とした指導 

オ 社会貢献活動 

例えば、公共施設における清掃活動、福祉用具の整備、点字への翻訳等、

社会に有用な活動を通じて、自己有用感、規範意識、社会性の向上等を図

ることを目的とした指導 

⑵ 特別活動指導は、上記２から５までの指導と関係させた総合的な内容とし、

体験的な活動を積極的に取り入れること。 
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別表１

事 情 名 称 内 容

法第２４条第３項第１号に掲げる事情 被害者の視点を取り入れた教育

非行の重大性や被害者の現状や心情
を認識するとともに、被害者やその
家族等に対する謝罪の気持ちを持
ち、誠意を持って対応していくこと
を目的とした指導

法第２４条第３項第２号に掲げる事情 薬 物 非 行 防 止 指 導

薬物の害と依存性を認識するととも
に、薬物依存に至った自己の問題性
を理解し、再び薬物を乱用しないこ
とを目的とした指導

規則第１６条の３第１号に掲げる事情 性 非 行 防 止 指 導

性に対する正しい知識を身に付ける
とともに、自己の性非行に関する認
識を深め、性非行せずに適応的な生
活をする方法を身に付けることを目
的とした指導

規則第１６条の３第２号に掲げる事情 暴 力 防 止 指 導

暴力又は暴力的な言動により問題解
決を図ろうとする認知の偏りや自己
統制力の不足を理解し、暴力的な言
動に頼らずに生活する方法を身に付
けることを目的とした指導

規則第１６条の３第３号に掲げる事情 家 族 関 係 指 導

非行の要因となった家族の問題を正
しく認識し、保護者その他家族に対
する適切な関わり方を身に付けるこ
とを目的とした指導

規則第１６条の３第４号に掲げる事情 交 友 関 係 指 導

交友関係の問題や影響を振り返ると
ともに、健全な生活に適応し、向社
会的な交友関係を築くことを目的と
した指導

規則第１６条の３第５号に掲げる事情 成 年 社 会 参 画 指 導
成年であることの自覚及び責任の喚
起並びに社会参加に必要な知識の付
与等を目的とした指導



機密性２・完全性１・可用性１

別表２

種 目

職 業 生 活 設 計 指 導 科

職 業 生 活 技 能 向 上 指 導 科

製 品 企 画 科

総 合 建 設 科

自 動 車 整 備 科

Ｉ Ｃ Ｔ 技 術 科

生 活 関 連 サ ー ビ ス 科

介 護 福 祉 科

職
業
生
活
設
計
指
導

職
業
能
力
開
発
指
導


	03ー2_【溶け込み】270514局長通達矯少第91号（矯正教育の内容について）
	04_【見え消し・溶け込み】270514局長通達矯少第91号（矯正教育の内容について）別表１
	１

